
（平成２３年２月２３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 7 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認沖縄地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



沖縄厚生年金 事案 366 

     

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 45 年９月１日にＡ社会保険事務所（現在は、Ｂ

年金事務所）の厚生年金保険被保険者の資格を取得した旨の届出を社会保

険事務所（当時）に対して行ったことが認められ、かつ、申立人の同社会

保険事務所における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、47 年５月 10

日であったことが認められることから、申立人に係る厚生年金保険被保険

者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 45 年９月から 46 年９

月までは 90 ドル、同年 10 月から 47 年４月までは 80 ドルとすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 : 女 

    基礎年金番号  :  

    生 年 月 日   : 昭和 25 年生 

        住    所  :   

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 :  昭和 45 年９月１日から 47 年５月 10 日まで 

私がＡ社会保険事務所で勤務していた昭和 45 年９月から 47 年５月ま

での厚生年金保険の加入記録が無いことに納得がいかないので、調査し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳により、申立人が昭和 45 年９月

１日にＡ社会保険事務所において厚生年金保険被保険者の資格を取得して

いることが認められ、資格喪失日については、47 年５月 15 日の記載が削除

されていることが確認できる。 

また、厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿によれば、申立人はＡ

社会保険事務所において昭和 45年９月１日資格取得に係る厚生年金保険の

記号番号が払い出されていることが確認できるところ、オンライン記録に

よると、当該記号番号の記録は申立人とは別人の記録が収録されていると

ともに、その別人が所有する記号番号と申立人に払い出された記号番号は

類似していることが確認でき、社会保険事務所の記録管理に不備があるこ

とが認められる。 

さらに、申立人がＡ社会保険事務所を退職した際に同社会保険事務所か

ら受け取ったとする申立人に係る履歴書によれば、申立人は昭和 45 年２月

19 日に同社会保険事務所に採用され、その後は任用の更新を繰り返し 47 年

５月９日まで同社会保険事務所で継続して勤務していることが確認できる。 



加えて、複数の同僚は「申立期間当時、申立人はＡ社会保険事務所で勤

務していた。」と述べており、そのうち申立人と同一の係であったとする

同僚の一人は、「申立人と私は配属も一緒の業務第一係であった。私の厚

生年金保険の加入記録はあるのに、申立人に記録が無いのはおかしい。」

と述べている。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 45 年９月１日に

厚生年金保険被保険者の資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に対し

行ったことが認められ、かつ、申立人の申立てに係る事業所における厚生

年金保険被保険者の資格喪失日は 47 年５月 10 日とすることが妥当である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る厚生年金保険

被保険者台帳から確認できる標準報酬月額の記載から、昭和 45 年９月から

46 年９月までは 90 ドル、同年 10 月から 47 年４月までは 80 ドルとするこ

とが妥当である。 



                        

沖縄国民年金 事案 298 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 13年４月から 14年１月までの国民年金保険料については、免

除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 13年４月から 14年１月まで 

申立期間当時、私の夫は、染織業の見習いで収入もなく、私のパート収入

と貯金を切り崩して生活しており、国民年金保険料を納付することができな

かったので、夫婦で申請免除の手続を行った記憶があり、申立期間が未納と

なっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料については、夫婦一緒に免除申請をし

たと述べているが、申立人の夫も当該期間の保険料は未納となっている上、申

立人が居住する地域の役場が保管する世帯主である申立人の夫の｢平成 13年度

市町村民税・道府県民税課税台帳」によると、同年度の市町村民税は賦課され

ていないものの、生命保険料の控除欄に３万 5,000円と記載されていることが

確認できる。このことについて、昭和 60 年６月にＡ県が各市町村長宛て通知

した「国民年金保険料免除事務処理要綱(市町村用)」によると、市町村民税が

賦課されていないこと等により国民年金保険料の免除が認められる場合であ

っても、「生命保険等の控除が地方税法第 34 条第１項第５号に定める最高限度

額(３万 5,000 円)のある世帯については、免除しない。」とされていることか

ら、申立人の申立期間の国民年金保険料は免除されていなかったものと推認さ

れる。 

また、申立人の申立期間における国民年金保険料の免除申請がなされていた

ことを示す関連資料は無い上、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めることはで

きない。 



 
 

沖縄国民年金 事案 299 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 10年４月から 11年３月までの期間及び 13年４月から 14年１

月までの期間の国民年金保険料については、免除されていたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 10年４月から 11年３月まで 

② 平成 13年４月から 14年１月まで 

申立期間当時、私は、染織業の見習いで収入もなく、妻のパート収入と貯

金を切り崩して生活しており、国民年金保険料を納付することができなかっ

たので、夫婦で申請免除の手続を行った記憶があり、申立期間が未納となっ

ていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人に係るオンライン記録によると、平成 11 年８

月５日に国民年金の被保険者資格を９年９月に遡って取得したことを示す記

録の追加が行われていることが確認できることから、申立期間において申立人

は国民年金に未加入であり、制度上、国民年金保険料の免除申請を行うことは

できない。 

 申立期間②について、申立人は、夫婦一緒に免除申請を行ったと述べている

が、申立人の妻も当該期間の保険料は未納となっている上、申立人が居住する

地域の役場が保管する世帯主である申立人の｢平成 13年度市町村民税・道府県

民税課税台帳」によると、同年度の市町村民税は賦課されていないものの、生

命保険料の控除欄に３万 5,000円と記載されていることが確認できる。このこ

とについて、昭和 60 年６月にＡ県が各市町村長宛て通知した「国民年金保険

料免除事務処理要綱(市町村用)」によると、市町村民税が賦課されていないこ

と等により保険料の免除が認められる場合であっても、「生命保険等の控除が

地方税法第 34 条第１項第５号に定める最高限度額(３万 5,000 円)のある世帯

については、免除しない。」とされていることから、申立人の申立期間の保険

料は免除されていなかったものと推認される。 

また、申立人の申立期間における国民年金保険料の免除申請がなされていた



 
 

ことを示す関連資料は無い上、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めることはで

きない。 

 

 



                        

沖縄厚生年金 事案 367 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

     氏 名 ： 男 

     基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和５年生 

     住 所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 50年４月１日から同年７月１日まで 

             ② 昭和 50年７月１日から同年 10月１日まで 

             ③ 昭和 51年７月１日から同年 10月１日まで 

             ④ 昭和 52年４月１日から同年 10月１日まで              

私は、申立期間①はＡ社、申立期間②はＢ社、申立期間③及び④はＣ社に

おいて、季節労働者としてそれぞれ勤務していたが、厚生年金保険の加入記

録が無いので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、雇用保険の加入記録により、申立人は、申立期間①よ

り前の昭和49年５月14日から同年８月６日までＡ社で勤務していたことは確

認できる。 

しかしながら、申立人が氏名を挙げた同僚は、「私は、申立人と一緒に季節

労働者としてＡ社で働いていた。同社では、厚生年金保険に入っていなかった

と思う。同社に勤務していた期間の年金については、妻が国民年金保険料を納

付していた。」と証言している。 

また、Ａ社は、「当時の社長は既に亡くなっており、資料も無いことから申

立人の厚生年金保険の加入状況等については不明であるが、現在は、正社員以

外の季節労働者等の短期労働者については、雇用保険のみ加入しており、厚生

年金保険は未加入となっている。」と回答している。 

さらに、申立人の雇用保険の加入記録が確認できる昭和 49 年５月から同年

８月まで、申立人は国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

申立期間②について、雇用保険の加入記録により、申立人は、申立期間②よ

り後の昭和51年４月１日から同年７月29日までＢ社で勤務していたことは確

認できる。 



 
 

しかしながら、Ｂ社は、「当社は健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失

届を全て保管しており、当該喪失届には申立人の氏名を確認できないことから、

申立人について厚生年金保険に加入していなかったものと考えられる。また、

季節労働者については厚生年金保険には加入させておらず、雇用保険及び労災

保険のみ加入させていた。」と証言している。 

また、申立人が氏名を挙げた同僚は、Ｂ社で勤務していたことは記憶してい

るが、厚生年金保険の加入の有無については記憶が無く、当該同僚は申立期間

②及び申立人の雇用保険の被保険者記録が確認できる期間において、国民年金

保険料を納付している。 

さらに、申立人は雇用保険の加入記録が確認できる期間の一部である昭和

51 年４月から同年６月までについて、国民年金保険料を納付していることが

確認できる。 

申立期間③及び④について、雇用保険の加入記録により、申立人は、申立期

間③及び④の一部である、昭和 51年９月 22 日から同年 12月 20日までの期間

及び 52年５月 19日から同年 11月 18日までの期間、Ｃ社に勤務していたこと

は確認できる。 

しかしながら、申立人が氏名を挙げた同僚は、「私は、申立人と一緒に季節

労働者としてＣ社で働いていた。同社では、雇用保険は加入していたが、厚生

年金保険に加入していなかったと思う。」と証言しており、当該同僚は、申立

期間③及び④において、国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

また、Ｃ社は、既に解散しており、当時の資料は全て廃棄しているため、申

立人の勤務実態や社会保険の取扱い状況について確認することはできない。 

このほか、申立人が各申立期間において厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として各申立期間に係る厚生年金保険料を各事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 
 

沖縄厚生年金 事案 368 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金
保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

     氏 名 ： 男 

     基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和８年生 

     住 所 ：  

            

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52年３月１日から同年 10月１日まで 

私は、昭和 52 年３月１日にＢ事業所のＣ食糧管理部を整理解雇され、同

日にＡ事業所が雇用管理するＤ住宅管理部に採用された。給与支給額が下が

った記憶は無いにもかかわらず、国（厚生労働省）の記録で、同年３月に標

準報酬月額が 15万円から 13万 4,000円に下がっていることに納得がいかな

いので、当時の給与に見合った標準報酬月額に記録を訂正してほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所を承継するＥ事業所から提出されたＦ従業員台帳によれば、申立人

は同事業所において厚生年金保険の被保険者資格を取得した昭和 52 年３月１

日付けで職種名が「労務要求事務職」となり、「転入及び低い等級職」の事由

により基本給が決定されていることが確認でき、同年５月１日付けで「労務要

求事務職」から「営繕検査工」に職種が変更され、「異なる基本給表への変更」

事由により基本給が従前より増額となっていることが確認できる。 

また、昭和 52 年 10 月１日から適用されている申立人の標準報酬月額（17

万円）は、同年５月から同年７月までの定時決定の算定対象月に、標準報酬月

額が 17万円と定時決定されうる給与額が支給されていたものと推認される。 

さらに、オンライン記録により、申立事業所に係る整理番号において、申立

人の前後の番号 190 名について調査したところ、申立人と同様に昭和 52 年３

月１日にＧ事業所において厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、同日にＡ事

業所において同被保険者資格を取得している者が 45名おり、このうち、17名

は標準報酬月額が低くなっていることが確認できる。 

加えて、申立事業所は、申立期間に係る厚生年金保険料控除額が確認できる

賃金台帳等の資料は保管していないほか、申立人が氏名を挙げた同僚に照会し

たものの、申立人が主張する標準報酬月額に係る厚生年金保険料を控除されて



 
 

いたことをうかがわせる証言は得られない上、Ａ事業所に係るオンライン記録

では、申立期間について申立人の標準報酬月額が遡及して訂正された形跡もな

い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 
 

沖縄厚生年金 事案 369 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男      

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 23年生 

    住 所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年７月１日から 60年３月１日まで 

   私は、昭和 59年７月から 60年４月まで、Ａ社（現在はＢ社）に営業部長

として勤務していた。しかし、年金事務所の記録によると、申立期間は厚生

年金保険の加入期間になっていないので、申立期間について厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が保管する賃金台帳により、申立人が昭和 59 年 10 月から 60 年４月ま

で、Ａ社に継続して勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、前述の賃金台帳によれば、昭和 59 年 10 月から 60 年４月ま

でのうち、同年３月及び同年４月の給与から厚生年金保険料が控除されている

が、59年 10月から 60年２月までの給与からは同保険料が控除されていないこ

とが確認できる上、Ｂ社が保管する「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得

確認及び標準報酬決定通知書」及び「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失

確認通知書」によると、申立人は 60 年３月１日に厚生年金保険の被保険者資

格を取得し、同年５月１日に資格を喪失していることが確認でき、同通知書の

記録は、厚生年金保険被保険者原票の記録及びオンライン記録と一致している。 

また、申立期間当時のＡ社の従業員は、「当時の社長からは入社したらすぐ

に社員を社会保険に加入させるよう指導を受けていた。しかし、当時は、社会

保険に加入させる際には、必ず、本人に加入の希望を確認しており、申立人に

も何度か希望を確認したが、もう少し待ってほしいとの返事があり、しばらく

保留にしていたように思う。」と述べている。 

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立



 
 

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 
 

沖縄厚生年金 事案 370 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

     氏 名 ： 男 

     基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和５年生 

     住 所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年４月１日から同年 10月１日まで 

私は申立期間において、季節労働者としてＡ社で勤務していたが、厚生年

金保険の加入記録が無いので、厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業所の名称は確認できないものの、申立期間を含む昭和 48年３月 26日か

ら同年10月15日までの申立人に係る雇用保険の加入記録が確認できるところ、

申立人が勤務していたと主張するＡ社の期間とほぼ合致することを踏まえる

と、申立人は申立期間において同社で勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ａ社は、「申立期間当時の資料は無く、確認できる資料が無

いため不明である。」と回答しており、申立人の申立期間における勤務状況及

び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

また、Ａ社が加入していたＢ厚生年金基金及びＣ健康保険組合によれば、「申

立人が加入していた記録は無い。」と回答している。 

さらに、申立人が主任として氏名を挙げた者は、既に死亡しており、申立人

が氏名を挙げた同僚に照会しても、申立人の勤務実態や社会保険の取扱い状況

について確認することはできない。 

このほか、申立人が申立期間において厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



 
 

沖縄厚生年金 事案 371 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

     氏 名 ： 男 

     基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和５年生 

     住 所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年４月１日から 47年４月１日まで 

申立期間において、Ａ事業所はＢ業をしており、私はＢ業の仕事をしてい

たので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所は、「申立人は当社でＢ業の仕事をしていたとのことであるが、Ｂ

業は申立期間当時の社長が個人で行っていたものであり、当社の業務とは関係

がない。」と回答しており、同事業所の法人登記簿の目的欄には、「Ｃ業」以外

の業務の記載は無い。 

また、申立期間当時の事業主は既に死亡していることから、申立人の勤務状

況等について確認することができない上、申立人が氏名を挙げた同僚３人のう

ち、二人は死亡しており、残り一人についても、申立人は姓のみの記憶である

ことから、個人を特定することができず、証言を得ることはできない。 

さらに、申立期間において申立人は国民年金に加入しており、申立期間のう

ち昭和45年４月から46年３月までについては国民年金保険料を納付しており、

同年４月から 47 年３月までについては国民年金保険料の申請免除期間となっ

ている。 

このほか、申立人が申立期間において厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


